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報
告

▽
平
成
30
年
度
健
全
化
判
断
比

率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
報
告

に
つ
い
て
＝
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

に
お
い
て
、
財
政
の
早
期
健
全

化
及
び
財
政
の
再
生
並
び
に
公

営
企
業
の
経
営
の
健
全
化
を
図

る
べ
き
基
準
が
設
け
ら
れ
、
具

体
的
な
指
標
で
あ
る
実
質
赤
字

比
率
及
び
連
結
実
質
赤
字
比
率

に
つ
い
て
は
、
実
質
収
支
及
び

連
結
実
質
収
支
が
黒
字
で
あ
る

こ
と
か
ら
赤
字
比
率
は
な
く
、

実
質
公
債
費
比
率
は
４
・
９
％
、

将
来
負
担
比
率
は
99
・
１
％
で

あ
り
、
ま
た
、
公
営
企
業
会
計

に
お
け
る
資
金
不
足
比
率
に
つ

い
て
は
、
資
金
不
足
額
が
生
じ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
資
金
不
足

比
率
は
な
く
、
全
て
の
健
全
化

判
断
比
率
及
び
公
営
企
業
会
計

に
お
け
る
資
金
不
足
比
率
と
も

に
、
国
の
判
断
基
準
以
下
の
数

値
と
な
っ
て
い
る
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
決
算

▽
平
成
30
年
度
館
林
市
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
＝

一
般
会
計
の
決
算
の
概
要
は
、

最
終
予
算
額
２
９
０
億
１
５
０

０
万
５
０
０
０
円
に
対
し
、
歳

入
決
算
額
は
２
９
７
億
１
９
７

５
万
９
２
８
円
で
、
予
算
に
対

す
る
収
入
率
は
１
０
２
・
４
３

％
で
す
。
ま
た
、
歳
出
決
算
額

は
２
７
６
億
７
６
５
万
２
６
２

円
で
、
そ
の
執
行
率
は
95
・
１

５
％
と
な
り
、
歳
入
歳
出
差
引

残
額
は
21
億
１
２
１
０
万
６
６

６
円
と
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源

３
８
６
５
万
円
を
差
し
引
い
た

実
質
収
支
額
は
、
20
億
７
３
４

該
消
費
税
等
相
当
額
を
加
算
す

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
附
属
機
関
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
下

水
道
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図

る
た
め
、
新
た
に
館
林
市
下
水

道
事
業
審
議
会
を
設
置
す
る
に

当
た
り
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
廃
止

▽
館
林
市
立
幼
稚
園
保
育
料
徴

収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
＝
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
幼
稚
園
保
育
料

の
徴
収
事
務
を
規
定
す
る
本
条

例
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。補

正
予
算

▽
令
和
元
年
度
館
林
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
＝

１
億
４
１
７
８
万
１
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
９
４
億
６

と
を
踏
ま
え
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
特
定
教
育
・
保
育
施

設
に
お
け
る
副
食
費
の
徴
収
基

準
を
改
め
る
な
ど
の
所
要
の
改

正
を
行
う
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
保
育
の
必
要
性
の
認

定
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
及
び
同
法
施
行
規
則

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条

文
に
ず
れ
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、

所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
＝
女
性
活
躍
推

進
の
観
点
か
ら
、
住
民
基
本
台

帳
法
施
行
令
等
が
改
正
さ
れ
、

本
年
11
月
５
日
か
ら
、
申
請
者

に
限
り
住
民
票
及
び
個
人
番
号

カ
ー
ド
に
旧き
ゅ
う
う
じ氏を
現
在
の
氏
と

併
記
す
る
取
扱
い
が
開
始
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
印
鑑
登
録
原

票
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書
に
お

い
て
も
、
旧
氏
を
記
載
す
る
改

正
を
行
う
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
公
共
下
水
道
事
業
及

び
農
業
集
落
排
水
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例
＝
館
林
市
公

共
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落

排
水
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法

の
財
務
規
程
等
を
適
用
す
る
た

め
、
館
林
市
下
水
道
事
業
施
設

の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
全
部

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
地
域
し
尿
処
理
施
設

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

館
林
市
公
共
下
水
道
事
業
及
び

農
業
集
落
排
水
事
業
に
地
方
公

営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
を
適

用
す
る
た
め
、
並
び
に
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
合
計
税
率

が
８
％
か
ら
10
％
に
改
定
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
使
用
料
に
当

７
０
万
６
０
０
０
円
と
す
る
も

の
で
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
令
和
元
年
度
館
林
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）＝
（
全
員
一
致
で
可
決
）

▽
令
和
元
年
度
館
林
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
＝
（
全
員
一
致

で
可
決
）

▽
令
和
元
年
度
館
林
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
＝
（
全
員
一
致
で
可
決
）


